
戦前日本において、私立学校は小学校教員養成の埒外にあったのか（三）

―京都府国民学校教員幼稚園保母無試験検定内規案の復刻をとおして―

遠　藤　健　治

美作大学・美作大学短期大学部紀要（通巻第65号抜刷）
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一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
ま
で
使
用
を
確
認
）
」
を
復
刻
し
た
前
稿
１

と
と
も
に
、

戦
前
日
本
に
お
け
る
私
立
学
校
と
い
う
師
範
学
校
以
外
の
小
学
校
お
よ
び
国
民
学

校
教
員
の
輩
出
経
路
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
一
環
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
に
よ
り
、
第
二
次
大
戦
下
、
京
都
府
に
お
い
て
教
員
充
足
率
が
低
下
２

す
る
な

か
、
私
立
学
校
が
無
試
験
検
定
を
と
お
し
て
小
学
校
お
よ
び
国
民
学
校
教
員
の
養

成
に
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
た
の
か
を
展
望
し
た
い
。

　
ま
ず
、
国
民
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
と
は
何
か
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ

う
。
そ
れ
は
、
国
民
学
校
教
員
免
許
状
の
種
類
ご
と
に
無
試
験
検
定
出
願
者
の
条

件
を
整
理
し
た
行
政
内
部
文
書
で
あ
る
。
す
で
に
復
刻
し
た
小
学
校
教
員
無
試
験

検
定
内
規
と
は
、
「
小
学
校
」
と
「
国
民
学
校
」
と
の
文
言
の
違
い
は
あ
る
も
の

の
、
そ
の
性
格
に
相
違
は
な
い
。
京
都
府
が
そ
れ
を
定
め
た
時
期
が
、
い
わ
ゆ
る

第
三
次
小
学
校
令
期
で
あ
る
か
、
い
わ
ゆ
る
国
民
学
校
令
期
で
あ
る
か
の
違
い
に

よ
る
。
本
稿
が
復
刻
す
る
内
規
案
は
、
そ
の
名
称
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
国
民
学

校
令
期
に
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
本
稿
の
対
象
時
期
も
、
国
民
学
校
令
期

と
な
る
。

　
つ
ぎ
に
、
京
都
府
を
事
例
と
す
る
理
由
に
つ
い
て
も
述
べ
て
お
こ
う
。
第
一
の

理
由
は
、
同
府
に
お
い
て
こ
そ
、
小
学
校
お
よ
び
国
民
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規

の
発
掘
が
期
待
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
は
、
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所

蔵
の
小
学
校
お
よ
び
国
民
学
校
教
員
検
定
関
係
簿
冊
一
〇
八
冊
を
調
査
し
た
３

。

こ
れ
だ
け
の
簿
冊
を
調
査
し
得
る
都
道
府
県
は
、
全
国
的
に
も
か
ぎ
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
調
査
可
能
な
簿
冊
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
内
規
の
発
掘
が
期
待
さ
れ
る

の
は
当
然
で
あ
る
。

　
第
二
の
理
由
は
、
京
都
府
が
免
許
種
別
に
よ
っ
て
は
全
国
的
に
上
位
の
無
試
験

検
定
合
格
者
を
輩
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
同
府
は
、
内
規
案
に

お
い
て
、
私
立
学
校
卒
業
生
に
対
し
、
国
民
学
校
初
等
科
訓
導
免
許
状
す
な
わ
ち

尋
常
小
学
校
本
科
正
教
員
免
許
状
の
取
得
を
目
的
と
す
る
無
試
験
検
定
の
受
検
資

格
を
付
与
す
る
と
定
め
た
。
そ
の
無
試
験
検
定
合
格
者
数
に
お
い
て
、
同
府
は
、

全
国
第
三
位
で
あ
っ
た
４

。

　
そ
し
て
、
小
学
校
お
よ
び
国
民
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
に
関
す
る
先
行
研

は
じ
め
に

　
本
稿
は
、
学
界
未
見
の
「
京
都
府
国
民
学
校
教
員
幼
稚
園
保
母
無
試
験
検
定
内

規
案
（
制
定
時
期
不
明
、
一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
ま
で
使
用
と
推
定
）
」
（
以

下
、
内
規
案
）
を
復
刻
し
、
戦
前
京
都
府
に
お
い
て
私
立
学
校
が
無
試
験
検
定
を

と
お
し
て
「
間
接
的
」
に
国
民
学
校
教
員
を
養
成
し
た
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
京
都
府
小
学
校
教
員
幼
稚
園
保
母
無
試
験

検
定
内
規
（
制
定
時
期
不
明
、
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
よ
り
施
行
、
一
九
三
五

（
昭
和
一
〇
）
年
ま
で
使
用
を
確
認
）」
お
よ
び
「
京
都
府
小
学
校
教
員
幼
稚
園

保
母
試
験
検
定
内
規
（
制
定
時
期
不
明
、
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
よ
り
施
行
、

美
作
大
学
・
美
作
大
学
短
期
大
学
部
紀
要

　
二
〇
二
〇
，
第
六
十
五
号
　
一
〜
八

論
　
　
文

　
戦
前
日
本
に
お
い
て
、

　
　
私
立
学
校
は
、
小
学
校
教
員
養
成
の

埒
外
に
あ
っ
た
の
か
（
三
）

　
　
　
　
―

京
都
府
国
民
学
校
教
員
幼
稚
園
保
母

　
　
　
　
　
　
無
試
験
検
定
内
規
案
の
復
刻
を
と
お
し
て

―

W
as N

o Training C
onducted for Prim

ary Teachers at Private Schools in 
the Pre-w

ar Period in Japan? (3): R
eproduction of Internal R

egulations 
Plan of N

ational Elem
entary School Teacher and K

indergarten Teacher 
Licensing w

ithout A
ny Exam

inations in the K
yoto Prefecture

遠
　
藤
　
健
　
治

　
キ
ー
ワ
ー
ド
：
戦
前
京
都
府
、
私
立
学
校
、
無
試
験
検
定
、
小
学
校
教
員
検
定
内
規
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し
か
し
、
京
都
府
に
限
定
し
て
も
、
よ
り
長
期
に
わ
た
る
内
規
の
収
集
、
復
刻

と
い
う
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
戦
前
日
本
に
お
け
る
小
学
校
教
員
検
定
の
基
礎

が
ほ
ぼ
確
立
し
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
第
三
次
小
学
校
令
期
で
あ
る
。
以
降
、
終
戦

ま
で
は
、
お
よ
そ
五
〇
年
近
く
の
隔
た
り
が
あ
る
。
そ
の
間
、
道
府
県
は
、
中
央

法
令
が
改
め
ら
れ
る
な
ど
に
伴
い
、
内
規
の
改
正
を
繰
り
返
し
て
き
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
笠
間
も
、「
そ
れ
（
内
規
…
…
引
用
者
）
に
も
時
期
的
な

変
化
が
あ
る
の
で
『
検
定
内
規
』
の
変
遷
も
み
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
11

と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
内
規
の
変
遷
を
た
ど
り
、
無
試
験
検
定
の
制
度
的
仕

組
み
や
運
用
の
実
際
の
変
移
を
跡
づ
け
る
た
め
に
も
、
今
後
、
よ
り
長
期
に
わ
た

る
、
と
り
わ
け
同
一
道
府
県
に
お
け
る
長
期
に
わ
た
る
内
規
の
収
集
、
復
刻
が
必

要
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
に
お
け
る
史
料
調
査
に
よ
り

新
た
に
収
集
し
た
学
界
未
見
の
内
規
案
を
復
刻
す
る
。
こ
れ
は
、
す
で
に
触
れ
た

よ
う
に
国
民
学
校
令
期
に
制
定
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で

第
二
次
大
戦
前
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
京
都
府
に
お
け
る
内
規
の
収
集
、
復
刻
作
業

に
新
た
な
知
見
を
加
え
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
前
稿
と
同
様
、
戦
前

同
府
に
お
い
て
、
私
立
学
校
が
無
試
験
検
定
を
と
お
し
て
「
間
接
的
」
に
小
学
校

お
よ
び
国
民
学
校
教
員
を
養
成
し
た
事
実
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
。

一
、
国
民
学
校
令
期
に
お
け
る
無
試
験
検
定
対
象
者
の
変
遷

　
本
章
で
は
、
内
規
案
を
復
刻
す
る
に
さ
き
立
ち
、
国
民
学
校
令
期
に
お
け
る
無

試
験
検
定
、
と
り
わ
け
そ
の
対
象
者
の
変
遷
を
確
認
し
て
い
こ
う
。

（
一
）
無
試
験
検
定
対
象
者
の
広
範
化
と
授
与
標
準
の
画
一
化

　
文
部
省
は
、
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
、「
国
民
学
校
令
（
勅
令
第
一
四
八

号
）
」
お
よ
び
「
国
民
学
校
令
施
行
規
則
（
省
令
第
四
号
）
」
を
公
布
、施
行
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
「
小
学
校
令
（
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
勅
令
第
三
四
四
号
）
」

お
よ
び
「
小
学
校
令
施
行
規
則
（
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
省
令
第
一
四
号
）
」

究
に
つ
い
て
も
述
べ
て
お
こ
う
。現
在
、こ
う
し
た
研
究
を
牽
引
し
て
い
る
の
は
、

丸
山
剛
史
を
代
表
者
と
す
る
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
学
研
究
費
に
よ
る
共
同
研
究
グ
ル
ー
プ

で
あ
る
５

。
同
グ
ル
ー
プ
は
、
小
学
校
教
員
検
定
の
う
ち
、
主
に
無
試
験
検
定
に

関
す
る
研
究
を
進
め
て
い
る
。
そ
の
方
向
性
は
、
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
内
規
の

収
集
、
復
刻
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
そ
れ
を
用
い
た
無
試
験
検
定
の
制
度
的
仕

組
み
と
運
用
の
実
際
の
解
明
で
あ
る
６

。
本
稿
の
問
題
意
識
に
照
ら
す
な
ら
ば
、

前
者
が
直
接
の
先
行
研
究
と
な
る
。
以
下
、
そ
の
概
要
を
整
理
し
よ
う
。

　
共
同
研
究
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
、
笠
間
賢
二
が
、
宮
城
県
の
内
規
を
収
集
、
復
刻

し
て
い
る
７

。
ま
た
、
メ
ン
バ
ー
の
共
同
作
業
と
し
て
、
一
七
道
府
県
の
内
規
を

収
集
、
復
刻
し
て
い
る
８

。
そ
の
う
ち
、
本
稿
が
事
例
と
す
る
京
都
府
に
つ
い
て

は
、
井
上
惠
美
子
が
、「
京
都
府
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
（
一
九
二
〇
（
大

正
九
）
年
）」
と
「
京
都
府
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
（
一
九
二
二
（
大
正

一
一
）
年
）」
を
収
集
、
復
刻
し
て
い
る
９

。
こ
の
よ
う
に
、
近
年
、
無
試
験
検

定
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
は
、
内
規
の
収
集
、
復
刻
が
全
国
規
模
で
急
速
に
進

ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
笠
間
が
つ
ぎ
に
指
摘
す
る
10

よ
う
に
、
内
規
が
無
試
験
検

定
の
制
度
的
仕
組
み
、
さ
ら
に
は
そ
の
運
用
の
実
際
を
探
る
た
め
に
欠
か
す
こ
と

が
で
き
な
い
基
礎
的
史
料
だ
か
ら
で
あ
る
。

文
部
省
令
（
中
央
法
令
レ
ベ
ル
）
で
は
無
試
験
検
定
の
対
象
と
な
る
者
を
規

定
し
て
い
て
も
、
そ
の
対
象
者
に
ど
の
種
の
免
許
状
を
授
与
す
る
の
か
、
そ

の
後
の
上
進
の
要
件
は
ど
う
な
の
か
は
規
定
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
を
定
め
た
の
は
府
県
の
「
小
学
校
教
員
検
定
内
規
」
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、（
無
試
験
検
定
の
制
度
的
な
…
…
引
用
者
）
運
用
部

分
を
含
め
た
仕
組
み
を
よ
り
細
部
に
わ
た
っ
て
知
る
た
め
に
は
、
こ
の
「
検

定
内
規
」
を
分
析
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
そ
し
て
、
筆
者
も
こ
う
し
た
内
規
の
史
料
的
意
味
を
先
行
研
究
と
共
有
し
、
す

で
に
「
京
都
府
小
学
校
教
員
幼
稚
園
保
母
無
試
験
検
定
内
規
」
を
収
集
、
復
刻
し

た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
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許
状
、
又
ハ
高
等
学
校
高
等
科
教
員
免
許
状
ヲ
有
ス
ル
者

二
　
高
等
学
校
高
等
科
、
又
ハ
大
学
予
科
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者

三
　
公
立
私
立
実
業
学
校
教
員
資
格
ニ
関
ス
ル
規
程
第
一
条
第
三
号
ノ
規
定

ニ
依
リ
、
文
部
大
臣
ノ
指
定
シ
タ
ル
者

四
　
文
部
省
直
轄
学
校
ニ
於
テ
特
ニ
教
員
ノ
職
ニ
適
ス
ル
教
育
ヲ
受
ケ
テ
卒

業
シ
タ
ル
者

五
　
中
学
校
、
又
ハ
高
等
女
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者

六
　
公
立
私
立
学
校
認
定
ニ
関
ス
ル
規
則
ニ
依
リ
認
定
セ
ラ
レ
タ
ル
学
校
ノ

卒
業
者
、
専
門
学
校
入
学
者
検
定
規
程
ニ
依
リ
試
験
検
定
ニ
合
格
シ
タ

ル
者
、
及
一
般
ノ
専
門
学
校
入
学
ニ
関
シ
無
試
験
検
定
ヲ
受
ク
ル
資
格

ヲ
有
ス
ル
者

七
　
其
ノ
他
、
地
方
長
官
ニ
於
テ
特
ニ
適
任
ト
認
メ
タ
ル
者

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
文
部
省
が
同
条
に
お
い
て
、
第
一
号
対
象
者
に
「
実
業
学
校

教
員
免
許
状
」
所
持
者
を
加
え
た
こ
と
は
も
と
よ
り
、
第
三
号
対
象
者
「
公
立
私

立
実
業
学
校
教
員
資
格
ニ
関
ス
ル
規
程
第
一
条
第
三
号
ノ
規
定
ニ
依
リ
、
文
部
大

臣
ノ
指
定
シ
タ
ル
者
」
を
加
え
、
無
試
験
検
定
対
象
者
を
合
計
七
者
と
し
た
こ
と

が
わ
か
る
。

　
こ
れ
に
伴
い
、
文
部
省
は
、
道
府
県
に
対
し
、
こ
の
七
者
へ
の
各
免
許
状
の

授
与
標
準
で
あ
る
「
国
民
学
校
教
員
免
許
状
授
与
ノ
標
準
（
一
九
四
一
（
昭
和

一
六
）
年
文
部
省
普
通
学
務
局
長
発
普
二
二
三
号
）」を
通
牒
し
た
。こ
れ
に
よ
り
、

「
従
来
、
道
府
県
ニ
於
テ
定
メ
ラ
レ
タ
ル
標
準
ハ
、
本
通
牒
ノ
標
準
ニ
依
リ
、
全

国
一
律
ト
為
ス
」
こ
と
を
求
め
た
。
一
例
と
し
て
、
国
民
学
校
（
本
科
）
訓
導
免

許
状
の
授
与
標
準
を
引
用
す
る
な
ら
ば
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
国
民
学
校
令
施
行
規
則
第
九
十
七
条
ニ
依
ル
無
試
験
検
定
標
準

本
科
訓
導

　
第
一
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
一
年
以
上
国
民
学
校
教
育
ニ
従
事
シ
、
現
ニ
引
続
キ
其
ノ
職
ニ
在
ル
者

を
全
面
的
に
改
正
し
た
。
そ
の
詳
細
は
、
す
で
に
他
稿
12

が
論
じ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
そ
れ
に
譲
ろ
う
。
し
か
し
、
本
稿
の
問
題
意
識
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
文
部
省

が
当
該
期
に
至
り
、
小
学
校
教
員
の
名
称
を
訓
導
、
准
訓
導
に
、
免
許
状
の
名
称

も
国
民
学
校
訓
導
免
許
状
、
国
民
学
校
初
等
科
訓
導
免
許
状
、
国
民
学
校
専
科
訓

導
免
許
状
、
国
民
学
校
准
訓
導
免
許
状
、
国
民
学
校
初
等
科
准
訓
導
免
許
状
に
改

め
た
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。

　
文
部
省
は
、右
の
改
正
に
伴
い
、無
試
験
検
定
対
象
者
を
七
者
へ
と
拡
大
し
た
。

そ
れ
ま
で
対
象
者
は
、
時
宜
に
応
じ
て
変
遷
は
あ
っ
た
も
の
の
、
一
貫
し
て
六
者

で
あ
っ
た
。
一
例
と
し
て
、「
国
民
学
校
令
施
行
規
則
（
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）

年
文
部
省
令
第
四
号
）」
の
公
布
、
施
行
直
前
、
「
一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
文

部
省
令
第
一
八
号
」
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
「
小
学
校
令
施
行
規
則
」
第
一
〇
七
条

を
引
用
す
る
な
ら
ば
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
　
師
範
学
校
、
中
学
校
、
高
等
女
学
校
教
員
免
許
状
、
若
ハ
高
等
学
校
高

等
科
教
員
免
許
状
ヲ
有
ス
ル
者

二
　
高
等
学
校
高
等
科
、
又
ハ
大
学
予
科
ヲ
卒
ヘ
タ
ル
者

三
　
文
部
省
直
轄
学
校
ニ
於
テ
某
科
目
ニ
関
シ
特
ニ
教
員
ノ
職
ニ
適
ス
ル
教

育
ヲ
受
ケ
テ
卒
業
シ
タ
ル
者

四
　
中
学
校
、
又
ハ
高
等
女
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者

五
　
公
立
私
立
学
校
認
定
ニ
関
ス
ル
規
則
ニ
依
リ
認
定
セ
ラ
レ
タ
ル
学
校
ノ

卒
業
者
、
専
門
学
校
入
学
者
検
定
規
程
ニ
依
リ
試
験
検
定
ニ
合
格
シ
タ

ル
者
、
及
一
般
ノ
専
門
学
校
入
学
ニ
関
シ
無
試
験
検
定
ヲ
受
ク
ル
資
格

ヲ
有
ス
ル
者

六
　
其
ノ
他
、
府
県
知
事
ニ
於
テ
特
ニ
適
任
ト
認
メ
タ
ル
者

　
一
方
、「
国
民
学
校
令
施
行
規
則
（
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
文
部
省
令
第

四
号
）」
第
九
七
条
を
引
用
す
る
な
ら
ば
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
　
師
範
学
校
、
中
学
校
、
高
等
女
学
校
教
員
免
許
状
、
実
業
学
校
教
員
免
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従
事
シ
タ
ル
者

　
　
３
、
青
年
学
校
教
員
養
成
所
ヲ
卒
業
シ
、
現
ニ
公
立
青
年
学
校
長
ノ
職

ニ
在
ル
者

　
こ
れ
ま
で
も
文
部
省
は
、
無
試
験
検
定
対
象
者
の
う
ち
、「
小
学
校
令
施
行
規
則
」

第
一
〇
七
条
第
六
号
「
其
ノ
他
、
府
県
知
事
ニ
於
テ
特
ニ
適
任
ト
認
メ
タ
ル
者
」

に
対
し
、正
教
員
免
許
状
を
授
与
す
る
際
の
調
査
標
準
を
定
め
る
こ
と
は
あ
っ
た
13

。

し
か
し
、
す
べ
て
の
免
許
状
に
つ
い
て
、そ
の
授
与
標
準
を
対
象
者
ご
と
に
定
め
、

な
お
か
つ
そ
れ
を
全
国
一
律
に
実
施
す
る
よ
う
道
府
県
に
求
め
た
の
は
、
本
標
準

が
は
じ
め
て
で
あ
っ
た
。

（
二
）
無
試
験
検
定
対
象
者
の
さ
ら
な
る
拡
大

　
文
部
省
は
、
一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
に
至
り
、「
省
令
第
六
六
号
」
に
よ
り
、

無
試
験
検
定
対
象
者
を
さ
ら
に
九
者
へ
と
拡
大
し
た
。
同
令
に
よ
り
改
正
さ
れ
た

「
国
民
学
校
令
施
行
規
則
」
第
九
七
条
を
引
用
す
る
な
ら
ば
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で

あ
る
。一

　
中
学
校
、
高
等
女
学
校
教
員
免
許
状
、
実
業
学
校
教
員
免
許
状
、
又
ハ

高
等
学
校
高
等
科
教
員
免
許
状
ヲ
有
ス
ル
者

二
　
大
学
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者

三
　
高
等
学
校
高
等
科
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
、
又
ハ
大
学
予
科
ヲ
修
了
シ
タ
ル

者

四
　
明
治
三
十
三
年
文
部
省
令
第
十
五
号
第
二
条
ノ
二
第
三
号
ノ
規
定
ニ
依

リ
、
文
部
大
臣
ノ
指
定
シ
タ
ル
者

五
　
専
門
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者

六
　
文
部
大
臣
直
轄
学
校
ニ
於
テ
特
ニ
教
員
ノ
職
ニ
適
ス
ル
教
育
ヲ
受
ケ
テ

卒
業
シ
タ
ル
者

七
　
中
等
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者

八
　
公
立
私
立
学
校
認
定
ニ
関
ス
ル
規
則
ニ
依
リ
認
定
セ
ラ
レ
タ
ル
学
校
ノ

　
第
二
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
二
年
以
上
国
民
学
校
教
育
ニ
従
事
シ
、
現
ニ
引
続
キ
其
ノ
職
ニ
在
ル
者

　
第
三
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
第
一
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
準
ズ

　
第
四
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
第
一
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
準
ズ

　
第
五
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
中
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ
、
初
等
科
訓
導
又
ハ
専
科
訓
導

若
ハ
本
科
准
訓
導
ト
ナ
リ
テ
一
年
以
上
在
職
シ
、
規
則
第
九
十
八
条
ノ

程
度
ニ
依
リ
、
教
育
、
体
操
、
音
楽
、
図
工
、
工
作
ノ
科
目
ニ
付
補
修

シ
、
現
ニ
引
続
キ
其
ノ
職
ニ
在
ル
者

　
　
高
等
女
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ
、
左
ノ
事
項
ノ
一
ニ
該
当

シ
、
現
ニ
引
続
キ
其
ノ
職
ニ
在
ル
者

　
　
１
、
初
等
科
訓
導
又
ハ
専
科
訓
導
若
ハ
本
科
准
訓
導
ト
ナ
リ
テ
二
年
以

上
其
ノ
職
ニ
在
リ
、
規
則
第
九
十
八
条
ノ
程
度
ニ
依
リ
、
教
育
、
理

科
、
体
操
、
音
楽
、
図
画
、
工
作
ノ
科
目
ニ
付
補
修
シ
タ
ル
者

　
　
２
、
高
等
女
学
校
ノ
高
等
科
又
ハ
専
攻
科
若
ハ
修
業
年
限
一
年
以
上
ノ

補
習
科
ニ
於
テ
国
民
学
校
ノ
訓
導
ニ
適
ス
ル
教
育
ヲ
受
ケ
テ
卒
業
シ

タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
初
等
科
訓
導
若
ハ
本
科
准
訓
導
ト
ナ
リ
テ
一
年
以

上
其
ノ
職
ニ
在
ル
者

　
　
３
、
実
科
高
等
女
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
ニ
付
テ
ハ
１
ニ
準
ズ

　
第
六
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
第
五
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
準
ズ

　
第
七
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
左
ノ
事
項
ノ
一
ニ
該
当
シ
現
ニ
引
続
キ
其
ノ
職
ニ
在
ル
者

　
　
１
、
専
科
訓
導
又
ハ
初
等
科
訓
導
若
ハ
本
科
准
訓
導
ト
ナ
リ
五
年
以
上

国
民
学
校
ニ
在
職
シ
、
規
則
第
九
十
八
条
ノ
科
目
及
其
ノ
程
度
ニ
準

ジ
、
之
ヲ
補
修
シ
タ
ル
者

　
　
２
、
青
年
学
校
教
員
養
成
所
ヲ
卒
業
シ
、
一
年
以
上
国
民
学
校
教
育
ニ
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修
シ
タ
ル
者
但
シ
高
等
女
学
校
高
等
科
又
ハ
修
業
年
限
二
年
以
上
ノ
専

攻
科
ニ
於
テ
国
民
学
校
ノ
訓
導
ニ
適
ス
ル
教
育
ヲ
受
ケ
テ
之
ヲ
修
了
シ

タ
ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ
前
項
ノ
経
験
年
数
ハ
之
ヲ
一
年
ト
シ
前
項
ノ
科
目

ノ
補
修
ヲ
要
セ
ズ

　
第
九
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
左
ノ
事
項
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
モ
ノ

　
　
　
１
初
等
科
訓
導
又
ハ
専
科
訓
導
ト
ナ
リ
テ
引
続
キ
二
年
以
上
国
民
学

校
ニ
在
職
シ
国
民
学
校
令
施
行
規
則
第
九
十
八
条
ノ
程
度
ニ
準
ジ

別
表
一
ノ
科
目
ニ
付
補
修
シ
タ
ル
者

　
　
　
２
公
立
青
年
学
校
ノ
教
諭
タ
リ
シ
者
ニ
シ
テ
二
年
以
上
国
民
学
校
教

育
ニ
従
事
シ
タ
ル
者

　
　
　
３
傷
痍
軍
人
国
民
学
校
訓
導
養
成
所
本
科
訓
導
養
成
科
及
特
設
国
民

学
校
訓
導
養
成
所
本
科
訓
導
養
成
科
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者

　
　
　
４
朝
鮮
教
育
令
、
台
湾
教
育
令
又
ハ
関
東
州
及
満
州
帝
国
臣
民
令
ニ

依
ル
師
範
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者

初
等
科
訓
導

　
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
及
第
六
号
ニ
該
当
ス
ル
者

　
第
三
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
一
年
以
上
国
民
学
校
教
育
ニ
従
事
シ
タ
ル
者

　
第
五
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
本
科
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者

　
第
七
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
１
中
等
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
男
子
ニ
在
リ
テ
ハ
一
年
六
ケ
月
以
上
国
民

学
校
教
育
ニ
従
事
シ
国
民
学
校
令
施
行
規
則
第
百
一
条
ノ
程
度
ニ
依

リ
別
表
二
ノ
科
目
ニ
付
補
修
シ
タ
ル
者

　
　
２
中
等
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
女
子
ニ
在
リ
テ
ハ
一
年
六
ケ
月
以
上
国
民

学
校
教
育
ニ
従
事
シ
タ
ル
者
又
ハ
修
業
年
限
一
年
以
上
ノ
専
攻
科
ヲ

修
了
シ
一
年
以
上
国
民
学
校
教
育
ニ
従
事
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
国
民
学

卒
業
者
、
専
門
学
校
入
学
者
検
定
規
程
ニ
依
リ
試
験
検
定
ニ
合
格
シ
タ

ル
者
、
及
一
般
ノ
専
門
学
校
入
学
ニ
関
シ
無
試
験
検
定
ヲ
受
ク
ル
資
格

ヲ
有
ス
ル
者

九
　
其
ノ
他
、
地
方
長
官
ニ
於
テ
特
ニ
適
任
ト
認
メ
タ
ル
者

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
文
部
省
が
同
条
に
お
い
て
、
従
来
の
「
中
学
校
、
又
ハ
高
等

女
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
」
を
第
七
号
対
象
者
と
し
て
「
中
等
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ

ル
者
」
と
一
括
り
し
た
こ
と
は
も
と
よ
り
、
新
た
に
第
二
号
対
象
者
「
大
学
ヲ
卒

業
シ
タ
ル
者
」、
第
五
号
対
象
者
「
専
門
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
」
を
加
え
、
無

試
験
検
定
対
象
者
を
合
計
九
者
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
第
四
号
対
象
者

「
明
治
三
十
三
年
文
部
省
令
第
十
五
号
第
二
条
ノ
二
第
三
号
ノ
規
定
ニ
依
リ
、
文

部
大
臣
ノ
指
定
シ
タ
ル
者
」
と
は
、
従
前
の
第
三
号
対
象
者
が
該
当
す
る
。

　
こ
れ
に
伴
い
、
文
部
省
は
、
改
め
て
道
府
県
に
対
し
、
右
の
九
者
へ
の
各
免
許

状
の
授
与
標
準
で
あ
る
「
国
民
学
校
訓
導
及
准
訓
導
ノ
無
試
験
検
定
ニ
関
ス
ル
件

（
一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
発
国
四
一
五
号
）
」
を
通
牒
し
た
。
同
件
を
引
用

す
る
な
ら
ば
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
国
民
学
校
令
施
行
規
則
第
九
十
七
条
第
二
項
ニ
依
ル
無
試
験
検
定
標
準

本
科
訓
導

　
第
一
号
、
第
二
号
及
第
六
号
ニ
該
当
ス
ル
者

　
第
三
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
二
年
以
上
国
民
学
校
教
育
ニ
従
事
シ
タ
ル
者

　
第
四
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
六
ケ
月
以
上
国
民
学
校
教
育
ニ
従
事
シ
タ
ル
者

　
第
五
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
本
科
卒
業
後
一
年
以
上
引
続
キ
国
民
学
校
教
育
ニ
従
事
シ
タ
ル
者

　
第
七
号
及
第
八
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
初
等
科
訓
導
又
ハ
専
科
訓
導
ト
ナ
リ
テ
一
年
六
ケ
月
以
上
在
職
シ
国
民

学
校
令
施
行
規
則
第
九
十
八
条
ノ
程
度
ニ
依
リ
別
表
一
ノ
科
目
ニ
付
補
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第
七
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
１
規
則
第
百
条
ノ
科
目
ノ
中
一
科
目
又
ハ
数
科
目
ニ
付
二
年
以
上
国
民

学
校
ノ
専
科
ノ
授
業
ニ
従
事
シ
タ
ル
者

　
　
２
高
等
女
学
校
高
等
科
又
ハ
修
業
年
限
二
年
以
上
ノ
専
攻
科
ニ
於
テ
国

民
学
校
ノ
訓
導
ニ
適
ス
ル
教
育
ヲ
受
ケ
テ
修
了
シ
タ
ル
者
ニ
付
テ
ハ

在
学
中
規
則
第
百
条
ノ
科
目
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
科
目
ヲ
特
ニ
専
修
セ

ル
モ
ノ
ニ
其
ノ
科
目
但
シ
修
業
年
限
一
年
ノ
専
攻
科
ノ
場
合
ハ
一
年

以
上
国
民
学
校
教
育
ニ
従
事
ス
ル
ヲ
要
ス

　
第
八
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
第
七
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
準
ズ

　
第
九
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
左
ノ
事
項
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
モ
ノ

　
　
　
１
国
民
学
校
ヲ
修
了
シ
タ
ル
モ
ノ
又
ハ
之
ト
同
等
以
上
ノ
学
力
ヲ
有

シ
施
行
規
則
第
百
条
ノ
科
目
中
一
科
目
ニ
付
五
年
以
上
引
続
キ
国

民
学
校
ノ
専
科
ノ
授
業
ヲ
担
任
シ
タ
ル
者
ニ
其
ノ
科
目

　
　
　
２
施
行
規
則
第
百
条
ノ
科
目
ノ
内
一
科
目
又
ハ
数
科
目
及
教
育
ニ
関

シ
師
範
学
校
本
科
ノ
学
科
目
ノ
程
度
ト
同
等
以
上
ノ
程
度
ニ
於
テ

之
ヲ
教
授
ス
ル
学
校
又
ハ
技
能
養
成
施
設
ヲ
卒
業
又
ハ
修
了
シ
タ

ル
者
ニ
付
テ
ハ
其
ノ
専
修
科
目

　
　
　
３
公
立
青
年
学
校
ノ
教
諭
タ
リ
シ
者
ニ
シ
テ
青
年
学
校
ニ
於
ケ
ル
主

タ
ル
担
任
学
科
目
、
施
行
規
則
第
百
条
ノ
科
目
ノ
中
一
科
目
又
ハ

数
科
目
ニ
付
テ
其
ノ
科
目
但
シ
助
教
諭
ノ
場
合
ニ
在
リ
テ
ハ
国
民

学
校
ノ
専
科
ノ
経
験
年
数
二
年
ヲ
要
ス

本
科
准
訓
導

　
第
一
号
乃
至
第
六
号
ニ
該
当
ス
ル
者

　
第
七
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
１
中
等
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ
一
年
以
上
国
民
学
校
教
育

ニ
従
事
シ
施
行
規
則
第
九
十
九
条
ノ
程
度
ニ
依
リ
別
表
三
ノ
科
目
ニ

校
（
令
脱
カ
）

施
行
規
則
第
百
一
条
ノ
程
度
ニ
依
リ
別
表
二
ノ
科
目
ニ
付
補
修
シ

タ
ル
者
但
シ
高
等
科
又
ハ
修
業
年
限
二
年
以
上
ノ
専
攻
科
ニ
於
テ
国

民
学
校
ノ
訓
導
ニ
適
ス
ル
教
育
ヲ
受
ケ
テ
之
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者
ハ
コ

ノ
限
リ
ニ
非
ズ

　
第
八
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
中
等
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
ニ
準
ズ

　
第
九
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
左
ノ
事
項
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
モ
ノ

　
　
　
１
本
科
准
訓
導
又
ハ
初
等
准
訓
導
ト
ナ
リ
テ
引
続
キ
三
年
以
上
其
ノ

職
ニ
在
リ
規
則
第
百
一
条
ノ
程
度
ニ
依
リ
別
表
二
ノ
科
目
ニ
付
補

修
シ
タ
ル
者

　
　
　
２
公
立
青
年
学
校
教
諭
タ
リ
シ
者
ニ
シ
テ
一
年
以
上
国
民
学
校
教
育

ニ
従
事
シ
タ
ル
者

　
　
　
３
傷
痍
軍
人
国
民
学
校
訓
導
養
成
所
初
等
科
訓
導
養
成
科
及
特
設
国

民
学
校
訓
導
養
成
所
初
等
科
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者

　
　
　
４
昭
和
十
八
年
度
及
十
九
年
度
師
範
学
校
ニ
開
設
セ
ル
国
民
学
校
初

等
科
訓
導
養
成
施
設
ニ
於
テ
其
ノ
課
程
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者

専
科
訓
導

　
第
一
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
免
状
記
載
ノ
科
目
、
規
則
第
百
条
ノ
科
目
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付
其
ノ
科

目

　
第
二
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
主
タ
ル
履
修
科
目
規
則
第
百
条
ノ
科
目
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付
其
ノ
科
目

　
第
三
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
主
タ
ル
履
修
科
目
規
則
第
百
条
ノ
科
目
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
シ
テ
一
年
以

上
国
民
学
校
ノ
専
科
ノ
授
業
ニ
従
事
シ
タ
ル
者

　
第
四
号
乃
至
第
六
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
第
二
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
準
ズ
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ト
ト
セ
ル
ヲ
以
テ
、
之
ガ
運
用
ヲ
適
切
ナ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
」
を
求
め
た
。
こ
れ
に

よ
り
、
現
職
教
員
や
教
職
経
験
者
の
み
な
ら
ず
、
教
職
経
験
の
な
い
諸
学
校
の
卒

業
者
に
対
し
て
も
、
無
試
験
検
定
受
検
の
道
を
開
い
た
。

（
三
）
軍
人
お
よ
び
官
吏
な
ど
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
無
試
験
検
定
対
象
者

　
文
部
省
は
、
一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
、「
国
民
学
校
青
年
学
校
及
中
等
学

校
ノ
教
員
ノ
検
定
及
資
格
ニ
関
ス
ル
臨
時
特
例
（
省
令
第
四
号
）」
を
定
め
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
「
国
民
学
校
令
施
行
規
則
」
第
九
七
条
に
よ
る
九
者
に
加
え
、
つ

ぎ
の
四
者
も
無
試
験
検
定
の
受
検
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
の
第
一
条
を
引
用
す
る

な
ら
ば
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
条
　
国
民
学
校
令
施
行
規
則
第
九
十
七
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ
外
、
訓
導

及
准
訓
導
ノ
無
試
験
検
定
ハ
、
当
分
ノ
内
、
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル

者
ニ
付
之
ヲ
行
フ

　
一
、
陸
軍
ノ
将
校
、
准
士
官
、
下
士
官
ニ
シ
テ
、
現
役
ニ
非
ザ
ル
者
、
若

ハ
下
士
官
タ
リ
シ
者
、
又
ハ
海
軍
ノ
士
官
、
特
務
、
士
官
、
准
士
官
、

下
士
官
ニ
シ
テ
、
現
役
ニ
非
ザ
ル
者
、
若
ハ
下
士
官
タ
リ
シ
者

　
二
、
陸
軍
、
又
ハ
海
軍
ノ
兵
ニ
シ
テ
、
現
役
ニ
非
ザ
ル
者
、
若
ハ
兵
タ
リ

シ
者
ニ
シ
テ
、
中
等
学
校
卒
業
者
ト
同
等
以
上
ノ
学
力
ヲ
有
ス
ト
認
ム

ル
者

　
三
、
判
任
官
、
又
ハ
判
任
官
待
遇
以
上
ノ
官
吏
タ
リ
シ
者

　
四
、
徳
望
学
識
ア
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
地
方
長
官
ニ
於
テ
特
ニ
適
任
ト
認
メ

タ
ル
者

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
文
部
省
が
同
条
に
お
い
て
、「
国
民
学
校
令
施
行
規
則
」
第

九
七
条
に
よ
ら
な
い
軍
人
お
よ
び
官
吏
な
ど
に
対
し
て
も
、
免
許
種
別
を
問
わ

ず
、
無
試
験
検
定
の
受
検
を
認
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
れ
に
伴
い
、
文
部
省
は
、
道
府
県
に
対
し
、
右
の
四
者
へ
の
各
免
許
状
の

授
与
標
準
で
あ
る
「
国
民
学
校
訓
導
及
准
訓
導
ノ
無
試
験
検
定
ニ
関
ス
ル
件

付
補
修
シ
タ
ル
者

　
　
２
高
等
女
学
校
高
等
科
又
ハ
修
業
年
限
一
年
以
上
ノ
専
攻
科
ニ
於
テ
国

民
学
校
ノ
訓
導
ニ
適
ス
ル
教
育
ヲ
受
ケ
テ
卒
業
シ
タ
ル
者

　
第
八
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
第
七
号
ニ
該
当
ス
ル
モ
ノ
ニ
準
ズ

　
第
九
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
左
ノ
事
項
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
モ
ノ

　
　
　
１
初
等
科
准
訓
導
ト
ナ
リ
テ
引
続
キ
二
年
以
上
ノ
職
ニ
在
リ
規
則
第

九
十
九
条
ノ
程
度
ニ
準
ジ
別
表
三
ノ
科
目
ニ
付
補
修
シ
タ
ル
者

　
　
　
２
公
立
青
年
学
校
ノ
助
教
諭
タ
リ
シ
者

　
　
　
３
傷
痍
軍
人
国
民
学
校
初
等
科
准
訓
導
養
成
所
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者
ニ

シ
テ
一
年
以
上
国
民
学
校
教
育
ニ
従
事
シ
タ
ル
者

初
等
科
准
訓
導

　
第
一
号
乃
至
第
八
号
ニ
該
当
ス
ル
者

　
第
九
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
左
ノ
事
項
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
モ
ノ

　
　
　
１
国
民
学
校
ヲ
修
了
シ
又
ハ
之
ト
同
等
以
上
ノ
学
力
ヲ
有
ス
ル
者
ニ

シ
テ
三
年
以
上
国
民
学
校
教
育
ニ
従
事
シ
タ
ル
者

　
　
　
２
国
民
学
校
初
等
科
修
了
ヲ
以
テ
入
学
資
格
ト
ス
ル
中
等
学
校
ノ
第

三
学
年
又
ハ
国
民
学
校
高
等
科
修
了
ヲ
以
テ
入
学
資
格
ト
ス
ル
中

等
学
校
ノ
第
一
学
年
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者
ニ
付
テ
ハ
二
年
以
上
国
民

学
校
教
育
ニ
従
事
シ
タ
ル
者

　
　
　
３
傷
痍
軍
人
国
民
学
校
初
等
科
准
訓
導
養
成
所
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者

（
別
表
略
）

　
そ
し
て
、
文
部
省
は
、
道
府
県
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
「
無
試
験
検
定
ハ
、
国
民

学
校
教
育
ノ
職
ニ
在
ル
者
ニ
対
シ
之
ヲ
行
フ
ヲ
建
前
ト
シ
来
リ
タ
ル
モ
、
今
回
更

ニ
国
民
学
校
教
育
ニ
従
事
セ
ン
ト
ス
ル
者
ニ
対
シ
テ
無
試
験
検
定
ヲ
行
ヒ
得
ル
コ
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タ
ル
者

　（
特
）
第
二
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
一
年
以
上
国
民
学
校
教
育
ニ
従
事
シ
タ
ル
者

　（
特
）
第
三
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
一
年
以
上
国
民
学
校
教
育
ニ
従
事
シ
タ
ル
者

　（
特
）
第
四
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
本
科
訓
導
ノ
場
合
ノ
特
例
第
四
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
準
ズ

専
科
訓
導

　（
特
）
第
一
号
及
第
二
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
左
ノ
事
項
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
モ
ノ

　
　
１
国
民
学
校
令
施
行
規
則
第
百
条
ノ
科
目
ノ
中
、
体
操
武
道
ニ
付
国
民

学
校
ノ
専
科
ノ
授
業
ニ
従
事
セ
ン
ト
ス
ル
者
ニ
其
ノ
科
目

　
　
２
特
業
又
ハ
特
技
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
付
第
百
条
ノ
科
目
ノ
中
一
科
目
又

ハ
数
科
目
ニ
該
当
シ
国
民
学
校
ノ
専
科
ノ
授
業
ニ
従
事
セ
ン
ト
ス
ル

者
ニ
其
ノ
科
目

　（
特
）
第
三
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
左
ノ
事
項
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
モ
ノ

　
　
１
概
ネ

国
民
学
校
令
施
行
規
則
第
百
条
ノ
科
目
ニ
該
当
ス
ル
科
目
ノ
中

一
科
目
又
ハ
数
科
目
ニ
該
当
ス
ル
方
面
ノ
技
術
関
係
ノ
官
職
ニ
在
リ

タ
ル
者
ニ
其
ノ
科
目

　
　
２
二
年
以
上
国
民
学
校
ノ
専
科
ノ
授
業
ニ
従
事
シ
タ
ル
者
ニ
其
ノ
科
目

　（
特
）
第
四
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
本
科
訓
導
ノ
場
合
ノ
特
例
第
四
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
準
ジ
国
民
学
校
令

施
行
規
則
第
百
条
ノ
一
科
目
又
ハ
数
科
目
ニ
関
連
ア
ル
事
項
ニ
於
テ
特

ニ
優
レ
タ
ル
技
術
、
技
能
ヲ
有
シ
専
科
ノ
授
業
ノ
効
果
ヲ
挙
グ
ル
ト
認

メ
ラ
ル
ル
者
ニ
其
ノ
科
目

（
一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
発
国
四
一
六
号
）
」
を
通
牒
し
た
。
同
件
を
引
用

す
る
な
ら
ば
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
国
民
学
校
、
青
年
学
校
及
中
等
学
校
ノ
教
員
ノ
検
定
及
資
格
ニ
関
ス
ル

臨
時
特
例
第
一
条
ニ
依
ル
国
民
学
校
訓
導
及
准
訓
導
ノ
無
試
験
検
定
標

準

本
科
訓
導

　（
特
）
第
一
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
１
陸
軍
ノ
将
校
又
ハ
海
軍
ノ
士
官
及
特
務
士
官
タ
リ
シ
者

　
　
２
陸
軍
又
ハ
海
軍
ノ
准
士
官
タ
リ
シ
者
ニ
在
リ
テ
ハ
初
等
科
訓
導
又
ハ

専
科
訓
導
ト
ナ
リ
テ
一
年
以
上
国
民
学
校
教
育
ニ
従
事
シ
タ
ル
者

　
　
３
下
士
官
タ
リ
シ
者
ニ
在
リ
テ
ハ
初
等
科
訓
導
又
ハ
専
科
訓
導
ト
ナ
リ

テ
一
年
六
ケ
月
以
上
国
民
学
校
教
育
ニ
従
事
シ
タ
ル
者

　（
特
）
第
二
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
初
等
科
訓
導
又
ハ
専
科
訓
導
ト
ナ
リ
テ
一
年
六
ケ
月
以
上
国
民
学
校
教

育
ニ
従
事
シ
タ
ル
者

　（
特
）
第
三
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
１
奏
任
官
又
ハ
奏
任
官
待
遇
以
上
ノ
官
吏
タ
リ
シ
者

　
　
２
判
任
官
又
ハ
判
任
官
待
遇
ノ
官
吏
タ
リ
シ
者
ニ
在
リ
テ
ハ
初
等
科
訓

導
又
ハ
専
科
訓
導
ト
ナ
リ
テ
一
年
六
ケ
月
以
上
国
民
学
校
教
育
ニ
従

事
シ
タ
ル
者

　（
特
）
第
四
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
都
庁
府
県
及
市
町
村
吏
員
、
篤
農
家
、
技
術
者
等
ニ
シ
テ
社
会
的
人
望

ア
リ
且
ツ
国
民
学
校
教
員
ト
シ
テ
教
育
ニ
資
ス
ル
ト
認
メ
ラ
ル
ル
者

初
等
科
訓
導

　（
特
）
第
一
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
陸
軍
又
ハ
海
軍
ノ
准
士
官
ニ
シ
テ
国
民
学
校
教
育
ノ
職
ニ
ア
ル
者
竝
ニ

陸
軍
又
ハ
海
軍
ノ
下
士
官
ニ
シ
テ
一
年
以
上
国
民
学
校
教
育
ニ
従
事
シ
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委
員
会
開
催
ノ
件
」
に
関
連
す
る
諸
資
料
の
一
部
と
し
て
確
認
さ
れ
る
。
内
規
案

ｂ
は
、
内
規
案
ａ
の
清
書
版
で
あ
り
、『
検
定
及
免
許
』（
請
求
番
号
昭
二
〇
―

〇
〇
七
〇
―
〇
〇
五
）
に
綴
じ
ら
れ
、
一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
五
月
に
起
案

さ
れ
た
件
名
「
国
民
学
校
教
員
竝
ニ
幼
稚
園
保
母
検
定
実
地
授
業
身
体
検
査
口
頭

試
問
等
施
行
ノ
件
」
に
関
連
す
る
諸
資
料
の
一
部
と
し
て
確
認
さ
れ
る
。
内
規
案

ｃ
は
、
内
規
案
ｂ
の
改
訂
版
で
あ
り
、『
検
定
及
免
許
』（
請
求
番
号
昭
二
〇
―

〇
〇
七
〇
―
〇
〇
五
）
に
綴
じ
ら
れ
、
一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
八
月
に
起
案

さ
れ
た
件
名
「
国
民
学
校
裁
縫
科
専
科
訓
導
無
試
験
検
定
出
願
者
ニ
関
ス
ル
身
体

検
査
施
行
ノ
件
」
に
関
連
す
る
諸
資
料
の
一
部
と
し
て
確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
、

そ
の
改
訂
内
容
は
、
鉛
筆
書
き
で
あ
る
た
め
、
判
読
不
能
で
あ
る
。
ま
た
、
京
都

府
が
こ
の
改
定
を
実
現
し
た
の
か
も
、史
料
的
な
制
約
の
た
め
に
判
然
と
し
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
京
都
府
は
、
こ
う
し
た
内
規
案
を
実
際
に
使
用
し
た
の
か
。
こ
れ

も
、
史
料
的
な
制
約
の
た
め
に
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
、
京
都
府
が
内
規
案
ｃ

を
京
都
高
等
手
芸
女
学
校
卒
業
者
に
対
す
る
無
試
験
検
定
受
検
資
格
付
与
の
可
否

を
判
断
す
る
に
あ
た
り
参
考
と
し
た
14

こ
と
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
内
規
案
は
そ
の

名
称
に
か
か
わ
ら
ず
、
少
な
く
と
も
一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
八
月
ま
で
は
実

際
に
使
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
内
規
案
の
現
存
状
況
を
ふ
ま
え
、
そ
の
清
書
版
で
あ
る

内
規
案
ｂ
を
復
刻
し
よ
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
京
都
府
が
同
案
に
お
い
て
、
前
述
し

た
「
一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
文
部
省
令
第
六
六
号
」
お
よ
び
「
一
九
四
四
（
昭

和
一
九
）
年
発
国
四
一
五
号
」
、
な
ら
び
に
「
一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
文
部

省
令
第
四
号
」
お
よ
び
「
一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
発
国
四
一
六
号
）」
を
反

映
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
府
独
自
の
学
校
お
よ
び
機
関
の
卒
業
者
に
関
す

る
諸
規
定
も
盛
り
込
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
。
具
体
的
に
は
、
京
都
府
師
範
学
校
講

習
科
（
第
一
条
第
一
三
号
第
八
項
）、
京
都
府
青
年
学
校
教
員
養
成
所
（
第
一
条

第
一
三
号
第
九
項
、
第
二
条
第
一
四
号
第
一
三
項
）、
京
都
府
実
業
補
習
学
校
教

員
養
成
所
（
第
三
条
第
八
号
第
一
項
）
の
ほ
か
、
い
わ
ゆ
る
京
都
府
「
小
学
校
教

員
無
試
験
検
定
認
定
校
」
15

（
第
二
条
第
一
四
号
）
卒
業
者
に
関
す
る
諸
規
定
で

あ
る
。
同
案
を
引
用
す
る
な
ら
ば
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

本
科
准
訓
導

　（
特
）
第
一
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
陸
軍
又
ハ
海
軍
ノ
下
士
官
ニ
シ
テ
国
民
学
校
令
施
行
規
則
第
九
十
九
条

ノ
科
目
及
其
ノ
程
度
ヲ
斟
酌
シ
特
ニ
適
当
ト
認
メ
ラ
ル
ル
者

　（
特
）
第
二
号
及
第
三
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
（
特
）
第
一
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
準
ズ

　（
特
）
第
四
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
本
科
訓
導
ノ
場
合
ノ
（
特
）
第
四
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
準
ズ

初
等
科
准
訓
導

　（
特
）
各
号
ニ
該
当
ス
ル
者

　
そ
し
て
、
文
部
省
は
、
道
府
県
に
対
し
、
右
の
標
準
に
照
ら
し
、
「
国
民
学
校

教
育
ニ
従
事
ス
ル
見
込
確
実
ニ
シ
テ
、
人
物
等
適
当
ナ
ル
者
ニ
対
シ
、
免
許
状
ヲ

授
与
セ
ラ
ル
ル
様
」
求
め
た
。

二
、
内
規
案
の
復
刻
―
―
第
二
次
大
戦
下
、
男
性
国
民
学
校
初
等
科
訓
導
の
欠
を

補
っ
た
女
子
私
立
学
校
卒
業
生
―
―

　
本
章
で
は
、
国
民
学
校
令
期
に
お
け
る
無
試
験
検
定
対
象
者
の
変
遷
を
ふ
ま

え
、
内
規
案
を
復
刻
す
る
こ
と
に
よ
り
、
戦
前
京
都
府
に
お
い
て
私
立
学
校
が
無

試
験
検
定
に
よ
る
「
間
接
的
」
な
小
学
校
お
よ
び
国
民
学
校
教
員
養
成
機
関
と
し

て
存
在
し
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
。

　
前
稿
で
も
触
れ
た
よ
う
に
内
規
案
は
、
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
『
検

定
及
免
許
』（
請
求
番
号
昭
二
〇
―
〇
〇
七
〇
―
〇
〇
一
）
、
な
ら
び
に
『
検
定

及
免
許
』（
請
求
番
号
昭
二
〇
―
〇
〇
七
〇
―
〇
〇
五
）
に
所
収
さ
れ
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
に
は
、
つ
ぎ
の
三
つ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
認
め
ら
れ
る
。
仮
に
そ
れ
ら
を

内
規
案
ａ
、
ｂ
、
ｃ
と
し
よ
う
。
内
規
案
ａ
は
、
内
規
案
の
草
稿
版
で
あ
り
、

『
検
定
及
免
許
』（
請
求
番
号
昭
二
〇
―
〇
〇
七
〇
―
〇
〇
一
）
に
綴
じ
ら
れ
、

一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
一
二
月
に
起
案
さ
れ
た
件
名
「
国
民
学
校
教
員
検
定
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職
シ
規
則
第
九
十
八
条
ノ
程
度
ニ
依
リ
別
表
一
ノ
科
目
ニ
付
学
習

シ
又
ハ
補
習
シ
タ
ル
者
　
但
シ
高
等
女
学
校
高
等
科
又
ハ
修
業
年

限
二
年
以
上
ノ
専
攻
科
ニ
於
テ
国
民
学
校
ノ
訓
導
ニ
適
ス
ル
教
育

ヲ
受
ケ
テ
之
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ
前
項
ノ
経
験
年
数
ハ

之
ヲ
一
年
ト
シ
前
項
ノ
科
目
ノ
補
習
ヲ
要
セ
ズ

　
一
一
、
特
例
第
一
号
及
第
二
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
シ
テ
陸
海
軍
ノ
下
士
官

又
ハ
中
等
学
校
以
上
ノ
学
力
ヲ
有
ス
ル
兵
ニ
シ
テ
現
役
ニ
非
ザ
ル

者
若
ク
ハ
兵
タ
リ
シ
者
ニ
シ
テ
初
等
科
訓
導
又
ハ
専
科
訓
導
ノ
免

許
状
ヲ
受
ケ
タ
ル
後
一
年
六
ケ
月
以
上
国
民
学
校
教
育
ニ
従
事
シ

現
ニ
引
続
キ
管
内
ニ
於
テ
其
ノ
職
ニ
在
ル
者

　
一
二
、
特
例
第
三
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
シ
テ
判
任
官
又
ハ
判
任
官
待
遇
ノ

官
吏
タ
リ
シ
者
ニ
ア
リ
テ
ハ
初
等
科
訓
導
又
ハ
専
科
訓
導
ノ
免
許

状
ヲ
受
ケ
タ
ル
後
一
年
六
ケ
月
以
上
国
民
学
校
教
育
ニ
従
事
シ
現

ニ
引
続
キ
管
内
ニ
於
テ
其
ノ
職
ニ
在
ル
者

　
一
三
、
左
ノ
各
項
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
者

　
　
１
、
特
例
第
四
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
シ
テ
市
町
村
吏
員
篤
農
家
技
術
者

ニ
シ
テ
社
会
的
人
望
ア
リ
且
国
民
学
校
教
員
ト
シ
テ
教
育
ニ
資
ス

ル
ト
認
メ
ラ
ヽ
者

　
　
２
、
初
等
科
訓
導
又
ハ
専
科
訓
導
ト
ナ
リ
テ
引
続
キ
二
年
以
上
国
民
学

校
ニ
在
職
シ
規
則
第
九
十
八
条
ノ
程
度
ニ
準
ジ
別
表
一
ノ
科
目
ニ

付
学
習
又
ハ
補
習
ヲ
受
ケ
現
ニ
引
続
キ
管
内
ニ
於
テ
其
ノ
職
ニ
在

ル
者

　
　
３
、
公
立
青
年
学
校
ノ
教
諭
タ
リ
シ
者
ニ
シ
テ
二
年
以
上
国
民
学
校
教

育
ニ
従
事
シ
タ
ル
者

　
但
シ
兼
務
ヲ
除
ク

　
　
４
、
傷
痍
軍
人
国
民
学
校
訓
導
京
都
養
成
所
本
科
訓
導
養
成
科
ヲ
修
了

シ
タ
ル
者

　
　
５
、
朝
鮮
教
育
令
台
湾
教
育
令
又
ハ
関
東
州
及
満
州
帝
国
臣
民
令
ニ
依

ル
師
範
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者

　
　
６
、
青
年
学
校
教
員
養
成
所
ヲ
卒
業
シ
一
年
以
上
国
民
学
校
教
育
ニ
従

国
民
学
校
教
員
幼
稚
園
保
母
無
試
験
検
定
内
規
案

第
一
条
　
国
民
学
校
訓
導
ノ
無
試
験
検
定
ハ
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
者

ニ
付
之
ヲ
行
フ

　
一
、
中
学
校
高
等
女
学
校
教
員
免
許
状
実
業
学
校
教
員
免
許
状
又
ハ
高
等

学
校
高
等
科
教
員
免
許
状
ヲ
有
ス
ル
者

　
二
、
大
学
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者

　
三
、
文
部
省
直
轄
学
校
ニ
於
テ
特
ニ
教
員
ノ
職
ニ
適
ス
ル
教
育
ヲ
受
ケ
テ

卒
業
シ
タ
ル
者

　
四
、
特
例
第
一
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
シ
テ
陸
軍
ノ
将
校
又
ハ
海
軍
ノ
士
官

及
特
務
士
官
タ
リ
シ
者

　
五
、
特
例
第
三
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
シ
テ
奏
任
官
又
ハ
奏
任
官
待
遇
以
上

ノ
官
吏
タ
リ
シ
者

　
六
、
高
等
学
校
高
等
科
又
ハ
大
学
予
科
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
二
年
以

上
国
民
学
校
教
育
ニ
従
事
シ
タ
ル
者

　
七
、
明
治
三
十
三
年
文
部
省
令
第
十
五
号
第
二
条
ノ
二
第
三
号
ノ
規
定
ニ

依
リ
文
部
大
臣
ノ
指
定
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
六
ケ
月
以
上
国
民
学
校
教

育
ニ
従
事
シ
タ
ル
者

　
八
、
専
門
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
ニ
ア
リ
テ
ハ
本
科
卒
業
後
一
年
以
上
引

続
キ
管
内
国
民
学
校
教
育
ニ
従
事
シ
タ
ル
者

　
九
、
特
例
第
一
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
シ
テ
陸
軍
又
ハ
海
軍
ノ
准
士
官
タ
リ

シ
者
ニ
シ
テ
初
等
科
訓
導
又
ハ
専
科
訓
導
ノ
免
許
状
ヲ
受
ケ
タ
ル
後

一
年
以
上
国
民
学
校
教
育
ニ
従
事
シ
現
ニ
引
続
キ
管
内
ニ
於
テ
其
ノ

職
ニ
在
ル
者

　
一
〇
、
中
等
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
又
ハ
公
立
私
立
学
校
認
定
ニ
関
ス
ル

規
則
ニ
依
リ
認
定
セ
ラ
レ
タ
ル
学
校
ノ
卒
業
者
専
門
学
校
入
学
者

検
定
規
程
ニ
依
リ
試
験
検
定
ニ
合
格
シ
タ
ル
者
及
一
般
ノ
専
門
学

校
入
学
ニ
関
シ
無
試
験
検
定
ヲ
受
ク
ル
資
格
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
ア
リ

テ
ハ
初
等
科
訓
導
又
ハ
専
科
訓
導
ト
ナ
リ
テ
一
年
六
ケ
月
以
上
在
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五
、
規
則
第
九
十
七
条
第
八
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ
中
等
学
校
ヲ

卒
業
シ
タ
ル
者
ニ
準
ズ

　
六
、
特
例
第
一
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
　
陸
軍
又
ハ
海
軍
ノ
准
士
官
ニ
シ
テ
管
内
国
民
学
校
教
育
ノ
職
ニ
ア
ル

者
並
ニ
陸
軍
又
ハ
海
軍
ノ
下
士
官
ニ
シ
テ
一
年
以
上
管
内
国
民
学
校

教
育
ニ
従
事
シ
タ
ル
者

　
七
、
特
例
第
二
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
　
陸
軍
又
ハ
海
軍
ノ
兵
ニ
シ
テ
現
役
ニ
非
ザ
ル
者
若
ク
ハ
兵
タ
リ
シ
者

ニ
シ
テ
中
等
学
校
卒
業
者
ト
同
等
以
上
ノ
学
力
ヲ
有
ス
ル
ト
認
メ
ラ

ル
ヽ
者
ニ
シ
テ
一
年
以
上
管
内
国
民
学
校
教
育
ニ
従
事
シ
タ
ル
者

　
八
、
特
例
第
三
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
　
判
任
官
又
ハ
判
任
官
待
遇
以
上
ノ
官
吏
タ
リ
シ
者
ニ
シ
テ
一
年
以
上

管
内
国
民
学
校
教
育
ニ
従
事
シ
タ
ル
者

　
九
、
特
例
第
四
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
　
本
科
訓
導
ノ
場
合
ノ
内
規
第
一
条
第
十
三
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ

準
ズ

　
一
〇
、
本
科
准
訓
導
又
ハ
初
等
科
訓
導
ト
ナ
リ
テ
引
続
キ
三
年
以
上
其
ノ

職
ニ
在
リ
規
則
第
百
一
条
ノ
程
度
ニ
依
リ
別
表
二
ノ
科
目
ニ
付
学

習
シ
又
ハ
補
習
シ
タ
ル
者

　
一
一
、
公
立
青
年
学
校
教
諭
タ
リ
シ
者
ニ
シ
テ
一
年
以
上
管
内
国
民
学
校

教
育
ニ
従
事
シ
タ
ル
者

　
一
二
、
昭
和
十
八
年
度
及
十
九
年
度
師
範
学
校
ニ
開
設
セ
ル
国
民
学
校
初

等
科
訓
導
養
成
施
設
ニ
於
テ
其
ノ
課
程
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者

　
一
三
、
青
年
学
校
教
員
養
成
所
ヲ
卒
業
シ
管
内
国
民
学
校
教
育
ニ
従
事
シ

居
ル
者

　
一
四
、
左
ニ
掲
ク
ル
学
校
ノ
卒
業
者
ニ
シ
テ
昭
和
十
六
年
八
月
現
ニ
在
学

シ
其
ノ
成
績
佳
良
ト
認
メ
ラ
レ
タ
ル
者

　
　
１
、
京
都
女
子
高
等
専
門
学
校
本
科
及
高
等
女
学
校
、
高
等
女
学
校
実

科
又
ハ
実
科
高
等
女
学
校
ヲ
卒
業
シ
テ
入
学
シ
タ
ル
国
文
科
別
科

事
シ
現
ニ
引
続
キ
管
内
ニ
於
テ
其
ノ
職
ニ
在
ル
者

　
　
７
、
青
年
学
校
教
員
養
成
所
ヲ
卒
業
シ
現
ニ
管
内
公
立
青
年
学
校
長
ノ

職
ニ
在
ル
者

　
　
８
、
大
正
十
四
年
度
以
前
ノ
京
都
府
師
範
学
校
講
習
科
卒
業
者
ニ
シ
テ

初
等
科
訓
導
又
ハ
専
科
訓
導
若
ク
ハ
本
科
准
訓
導
ト
ナ
リ
テ
三
年

以
上
国
民
学
校
ニ
在
職
シ
現
ニ
引
続
キ
管
内
ニ
於
テ
其
ノ
職
ニ
在

リ
勤
務
成
績
特
ニ
佳
良
（
実
地
視
察
ニ
依
ル
）
ニ
シ
テ
修
身
教
育

公
民
実
業
科
目
ヲ
学
習
シ
又
ハ
補
習
ヲ
受
ケ
タ
ル
者

　
　
９
、
昭
和
十
六
年
八
月
現
ニ
京
都
府
青
年
学
校
教
員
養
成
所
ノ
本
科
ニ

在
学
セ
ル
卒
業
者
ニ
シ
テ
在
学
中
其
ノ
成
績
佳
良
ナ
ル
者

第
二
条
　
国
民
学
校
初
等
科
訓
導
ノ
無
試
験
検
定
ハ
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当

ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付
之
ヲ
行
フ

　
一
、
規
則
第
九
十
七
条
第
一
号
第
二
号
第
四
号
及
第
六
号
ニ
該
当
ス
ル
者

　
二
、
規
則
第
九
十
七
条
第
三
号
ニ
該
当
シ
一
年
以
上
国
民
学
校
教
育
ニ
従

事
シ
現
ニ
引
続
キ
管
内
ニ
於
テ
其
ノ
職
ニ
在
ル
者

　
三
、
規
則
第
九
十
七
条
第
五
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
シ
テ
本
科
ヲ
卒
業
シ
タ

ル
者

　
四
、
規
則
第
九
十
七
条
第
七
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ
左
ノ
各
項
ノ

一
ニ
該
当
シ
現
ニ
引
続
キ
管
内
ニ
於
テ
其
ノ
職
ニ
在
ル
者

　
１
、
中
等
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
男
子
ニ
在
リ
テ
ハ
一
年
六
ケ
月
以
上
国
民

学
校
教
育
ニ
従
事
シ
規
則
第
百
一
条
ノ
程
度
ニ
依
リ
別
表
二
ノ
科
目

ニ
付
学
習
シ
又
ハ
補
習
ヲ
受
ケ
タ
ル
者

　
２
、
中
等
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
女
子
ニ
在
リ
テ
ハ
一
年
六
ケ
月
以
上
国
民

学
校
教
育
ニ
従
事
シ
タ
ル
者
又
ハ
修
業
年
限
一
年
以
上
ノ
専
攻
科
若

ク
ハ
補
習
科
ヲ
修
了
シ
一
年
以
上
国
民
教

（
学
校
脱
カ
）育

ニ
従
事
シ
タ
ル
者
ニ
シ

テ
規
則
第
百
一
条
ノ
程
度
ニ
依
リ
別
表
二
ノ
科
目
ニ
付
学
習
又
ハ
補

習
シ
タ
ル
者
、
但
シ
高
等
科
又
ハ
修
業
年
限
二
年
以
上
ノ
専
攻
科
ニ

於
テ
国
民
学
校
ノ
訓
導
ニ
適
ス
ル
教
育
ヲ
受
ケ
テ
之
ヲ
修
了
シ
タ
ル

者
ハ
此
ノ
限
ニ
非
ズ
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五
、
規
則
第
九
十
七
条
第
七
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
１
、
規
則
第
百
条
ノ
科
目
ノ
中
一
科
目
又
ハ
数
科
目
ニ
付
二
年
以
上
管
内

国
民
学
校
ノ
専
科
ノ
授
業
ニ
従
事
シ
現
ニ
引
続
キ
其
ノ
職
ニ
在
ル
者

ニ
付
其
ノ
科
目

　
２
、
高
等
女
学
校
高
等
科
又
ハ
修
業
年
限
二
年
以
上
ノ
専
攻
科
ニ
於
テ
国

民
学
校
ノ
訓
導
ニ
適
ス
ル
教
育
ヲ
受
ケ
テ
修
了
シ
タ
ル
者
ニ
付
テ
ハ

在
学
中
規
則
第
百
条
ノ
科
目
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
科
目
ヲ
特
ニ
専
修
セ

ル
者
ニ
其
ノ
科
目
、
但
シ
修
業
年
限
一
年
ノ
専
攻
科
ノ
場
合
ハ
一
年

以
上
管
内
国
民
学
校
教
育
ニ
従
事
ス
ル
ヲ
要
ス

　
六
、
規
則
第
九
十
七
条
第
八
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
　
内
規
第
三
条
第
五
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
準
ズ

　
七
、
規
則
第
九
十
七
条
第
九
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
１
、
国
民
学
校
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者
又
ハ
之
ト
同
等
以
上
ノ
学
力
ヲ
有
シ
施

行
規
則
第
百
条
ノ
科
目
中
一
科
目
ニ
付
五
年
以
上
引
続
キ
管
内
国
民

学
校
ノ
専
科
ノ
授
業
ヲ
担
任
シ
タ
ル
者
ニ
其
ノ
科
目

　
２
、
施
行
規
則
第
百
条
ノ
科
目
ノ
内
一
科
目
又
ハ
数
科
目
及
教
育
ニ
関
シ

師
範
学
校
本
科
ノ
学
科
目
ノ
程
度
ト
同
等
以
上
ノ
程
度
ニ
於
テ
之
ヲ

教
授
ス
ル
学
校
又
ハ
技
能
養
成
施
設
ヲ
卒
業
又
ハ
修
了
シ
タ
ル
者
ニ

付
テ
ハ
其
ノ
専
修
科
目

　
３
、
公
立
青
年
学
校
ノ
教
諭
タ
リ
シ
者
ニ
シ
テ
青
年
学
校
ニ
於
ケ
ル
主
タ

ル
担
任
学
科
目
、
施
行
規
則
第
百
条
ノ
科
目
ノ
内
一
科
目
又
ハ
数
科

目
ニ
付
テ
其
ノ
科
目
但
シ
助
教
諭
ノ
場
合
ニ
在
リ
テ
ハ
国
民
学
校
ノ

専
科
ノ
経
験
年
数
二
年
ヲ
要
ス

　
八
、
左
ノ
各
項
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
シ
テ
国
民
学
校
ニ
於
テ
専
科
ノ
授

業
ニ
現
ニ
従
事
シ
居
ル
者

　
１
、
京
都
府
実
業
補
習
学
校
教
員
養
成
所
卒
業
者
ニ
シ
テ
引
続
キ
一
年
以

上
管
内
国
民
学
校
ニ
於
テ
農
業
商
業
ノ
専
科
ノ
授
業
ニ
現
ニ
従
事
ス

ル
者
ニ
ハ
農
業
、
商
業
科

　
２
、
青
年
学
校
教
員
養
成
所
ノ
卒
業
者
ニ
シ
テ
主
タ
ル
履
修
科
目
ニ
付
管

　
　
２
、
京
都
府
立
女
子
専
門
学
校
本
科

　
　
３
、
京
都
市
立
堀
川
高
等
女
学
校
専
攻
科

　
　
４
、
京
都
府
立
京
都
第
一
高
等
女
学
校
高
等
科

　
　
５
、
平
安
女
子
学
院
専
攻
部
家
政
科

　
　
６
、
同
英
文
科

　
　
７
、
同
保
育
科
（
但
シ
高
等
女
学
校
ヲ
卒
業
シ
テ
入
学
シ
タ
ル
者
ニ
限

ル
）

　
　
８
、
成
安
女
子
学
院
専
攻
部
師
範
科
（
但
シ
高
等
女
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ

ル
修
業
年
限
三
ケ
年
ノ
課
程
ヲ
卒
ヘ
タ
ル
者
ニ
限
ル
）

　
　
９
、
同
家
庭
科

　
　
10
、
同
保
育
科

　
　
11
、
同
志
社
女
子
専
門
学
校
英
文
科

　
　
12
、
同
家
政
科

　
　
13
、
京
都
府
立
青
年
学
校
教
員
養
成
所

　
一
五
、
傷
痍
軍
人
国
民
学
校
訓
導
京
都
養
成
所
初
等
科
訓
導
養
成
科
修
了

者

第
三
条

　
規
則
第
百
条
ノ
科
目
ニ
該
当
ス
ル
国
民
学
校
専
科
訓
導
ノ
無
試
験

検
定
ハ
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付
之
ヲ
行
フ

　
一
、
規
則
第
九
十
七
条
第
一
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
　
免
許
状
ノ
記
載
科
目
、
規
則
第
百
条
ノ
科
目
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付
其

ノ
科
目

　
二
、
規
則
第
九
十
七
条
第
二
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
　
主
タ
ル
履
修
科
目
、
規
則
第
百
条
ノ
科
目
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付
其
ノ

科
目

　
三
、
規
則
第
九
十
七
条
第
三
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
　
主
タ
ル
履
修
科
目
、
規
則
第
百
条
ノ
科
目
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
シ
テ
一

年
以
上
管
内
国
民
学
校
ノ
専
科
ノ
授
業
ニ
従
事
シ
タ
ル
者

　
四
、
規
則
第
九
十
七
条
第
四
号
乃
至
第
六
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
　
第
二
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
準
ズ
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四
、
規
則
第
九
十
七
条
第
九
号
ニ
該
当
シ
左
ノ
各
項
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
者

　
１
、
初
等
科
准
訓
導
ト
ナ
リ
テ
引
続
キ
二
年
以
上
其
ノ
職
ニ
在
リ
規
則
第

九
十
九
条
ノ
程
度
ニ
準
ジ
別
表
三
ノ
科
目
ニ
付
補
習
シ
タ
ル
者

　
２
、
公
立
青
年
学
校
ノ
助
教
諭
タ
リ
シ
者

　
３
、
傷
痍
軍
人
国
民
学
校
初
等
科

準
（
マ
マ
）

訓
導
養
成
所
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者
ニ

シ
テ
一
年
以
上
管
内
国
民
学
校
教
育
ニ
従
事
シ
タ
ル
者

　
４
、
青
年
学
校
教
員
養
成
所
ヲ
卒
業
シ
管
内
国
民
学
校
教
育
ニ
現
ニ
従
事

ス
ル
者

　
五
、
特
例
第
一
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
　
陸
軍
又
ハ
海
軍
ノ
下
士
官
ニ
シ
テ
国
民
学
校
令
施
行
規
則
第
九
十
九

条
ノ
科
目
及
其
ノ
程
度
ヲ
斟
酌
シ
特
ニ
適
当
ト
認
メ
ラ
ル
ヽ
者

　
六
、
特
例
第
二
号
及
第
三
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
　
前
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
準
ズ

　
七
、
特
例
第
四
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
　
本
科
訓
導
ノ
場
合
ノ
内
規
第
一
条
第
十
三
号
第
一
項
ニ
該
当
ス
ル
者

ニ
準
ズ

第
五
条

　
国
民
学
校
初
等
科
准
訓
導
ノ
無
試
験
検
定
ハ
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該

当
ス
ル
者
ニ
付
之
ヲ
行
フ

　
一
、
規
則
第
九
十
七
条
第
一
号
乃
至
第
八
号
ニ
該
当
ス
ル
者

　
二
、
規
則
第
九
十
七
条
第
九
号
ニ
該
当
シ
左
ノ
各
項
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
者

　
１
、
国
民
学
校
ヲ
修
了
シ
又
ハ
之
ト
同
等
以
上
ノ
学
力
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
シ

テ
三
年
以
上
国
民
学
校
教
育
ニ
従
事
シ
タ
ル
者

　
２
、
国
民
学
校
初
等
科
修
了
ヲ
以
テ
入
学
資
格
ト
ス
ル
中
等
学
校
ノ
第
三

学
年
又
ハ
国
民
学
校
高
等
科
修
了
ヲ
以
テ
入
学
資
格
ト
ス
ル
中
等
学

校
ノ
第
一
学
年
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者
ニ
付
テ
ハ
二
年
以
上
管
内
国
民
学

校
教
育
ニ
従
事
シ
タ
ル
者

　
３
、
傷
痍
軍
人
国
民
学
校
初
等
科
准
訓
導
養
成
所
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者

　
三
、
特
例
各
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

内
国
民
学
校
ノ
専
科
ノ
授
業
ニ
現
ニ
従
事
シ
居
ル
者
ニ
付
其
ノ
科
目

　
九
、
特
例
第
一
号
乃
至
第
二
号
ニ
該
当
シ
左
ノ
各
項
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
者

　
１
、
国
民
学
校
令
施
行
規
則
第
百
条
ノ
科
目
中
体
操
、
武
道
ニ
付
管
内
国

民
学
校
ノ
専
科
ノ
授
業
ニ
従
事
セ
ン
ト
ス
ル
者
ニ
其
ノ
科
目

　
２
、
特
業
又
ハ
特
技
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
付
第
百
条
ノ
科
目
中
一
科
目
又
ハ

数
科
目
ニ
該
当
シ
管
内
国
民
学
校
ノ
専
科
ノ
授
業
ニ
従
事
セ
ン
ト
ス

ル
者
ニ
其
ノ
科
目

　
一
〇
、
特
例
第
三
号
ニ
該
当
シ
左
ノ
各
項
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
者

　
　
１
、
概
ネ

国
民
学
校
令
施
行
規
則
第
百
条
ノ
科
目
ニ
該
当
ス
ル
科
目
ノ

中
一
科
目
又
ハ
数
科
目
ニ
該
当
ス
ル
方
面
ノ
技
術
関
係
ノ
官
職
ニ

在
リ
タ
ル
者
ニ
其
ノ
科
目

　
　
２
、
二
年
以
上
管
内
国
民
学
校
ノ
専
科
ノ
授
業
ニ
従
事
シ
タ
ル
者
ニ
其

ノ
科
目

　
十
一
、
特
例
第
四
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

　
　
　
　
本
科
訓
導
ノ
場
合
ノ
内
規
第
一
条
第
十
三
号
第
一
項
ニ
該
当
ス
ル

者
ニ
準
ジ
国
民
学
校
令
施
行
規
則
第
百
条
ノ
一
科
目
又
ハ
数
科
目

ニ
関
連
ア
ル
事
項
ニ
於
テ
特
ニ
優
レ
タ
ル
技
術
、
技
能
ヲ
有
シ
専

科
ノ
授
業
ノ
効
果
ヲ
挙
グ
ル
ト
認
メ
ラ
ル
ヽ
者
ニ
其
ノ
科
目

第
四
条

　
国
民
学
校
本
科
准
訓
導
ノ
無
試
験
検
定
ハ
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当

ス
ル
者
ニ
付
之
ヲ
行
フ

　
一
、
規
則
第
九
十
七
条
第
一
号
乃
至
第
六
号
ニ
該
当
ス
ル
者

　
二
、
規
則
第
九
十
七
条
第
七
号
ニ
該
当
シ
左
ノ
各
項
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
者

　
１
、
中
等
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ
一
年
以
上
管
内
国
民
学
校

教
育
ニ
従
事
シ
施
行
規
則
第
九
十
九
条
ノ
程
度
ニ
依
リ
別
表
三
ノ
科

目
ニ
付
補
習
シ
タ
ル
者

　
２
、
高
等
女
学
校
高
等
科
又
ハ
修
業
年
限
一
年
以
上
ノ
専
攻
科
若
ク
ハ
補

習
科
ニ
於
テ
国
民
学
校
ノ
訓
導
ニ
適
ス
ル
教
育
ヲ
受
ケ
テ
卒
業
シ
タ

ル
者

　
三
、
規
則
第
九
十
七
条
第
八
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付
テ
ハ
前
号
ニ
準
ズ
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お
わ
り
に

　
以
上
、
本
稿
は
、
学
界
未
見
の
内
規
案
を
復
刻
す
る
こ
と
に
よ
り
、
戦
前
京
都

府
に
お
い
て
私
立
学
校
が
無
試
験
検
定
を
と
お
し
て
「
間
接
的
」
に
小
学
校
お
よ

び
国
民
学
校
教
員
を
養
成
し
た
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
論
を

進
め
て
き
た
。
そ
れ
は
、
戦
前
日
本
に
お
け
る
私
立
学
校
と
い
う
師
範
学
校
以
外

の
小
学
校
お
よ
び
国
民
学
校
教
員
の
輩
出
経
路
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
一

環
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
第
二
次
大
戦
下
、
私
立
学
校
が
無
試
験
検
定
を
と

お
し
て
小
学
校
お
よ
び
国
民
学
校
教
員
の
養
成
に
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
た
の

か
を
展
望
し
た
。

　
も
っ
と
も
、
本
稿
に
は
、
史
料
的
な
制
約
の
た
め
、
残
さ
れ
た
課
題
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、
京
都
府
が
、
な
ぜ
私
立
学
校
卒
業
生
に
対
し
、
国
民
学
校
初
等
科
訓

導
免
許
状
の
取
得
を
目
的
と
す
る
無
試
験
検
定
に
お
い
て
の
み
受
検
資
格
を
付
与

し
た
の
か
。
そ
こ
で
列
記
さ
れ
た
私
立
学
校
は
、
な
ぜ
い
ず
れ
も
女
子
校
で
あ
っ

た
の
か
。
こ
れ
ら
は
、
第
二
次
大
戦
下
に
か
ぎ
ら
す
、
戦
前
を
と
お
し
て
認
め
ら

れ
る
課
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
今
後
も
史
料
の
渉
猟
を
続
け
、
そ
の
解
明
に
努

め
た
い
。

　
た
だ
し
、
そ
れ
ら
未
解
明
の
課
題
を
承
知
し
つ
つ
も
、
本
稿
が
明
ら
か
に
し
た

点
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
一
言
で
言
う
な
ら
ば
、
筆
者
が
前
稿
に
よ
り
明
ら
か
に

し
た
事
実
、
す
な
わ
ち
戦
前
京
都
府
に
お
い
て
私
立
学
校
が
無
試
験
検
定
を
と
お

し
て
「
間
接
的
」
に
小
学
校
お
よ
び
国
民
学
校
教
員
を
養
成
し
た
事
実
が
さ
ら
に

明
確
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
同
府
は
、
内
規

案
に
お
い
て
、
広
範
化
す
る
無
試
験
検
定
対
象
者
と
そ
れ
へ
の
画
一
化
す
る
免
許

状
の
授
与
標
準
を
反
映
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
府
独
自
の
学
校
お
よ
び
機
関
の
卒

業
者
に
対
し
て
も
、
無
試
験
検
定
受
検
の
道
を
開
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
う
ち
に

は
、
京
都
女
子
高
等
専
門
学
校
、
平
安
女
子
学
院
、
成
安
女
子
学
院
、
同
志
社
女

子
専
門
学
校
と
い
っ
た
私
立
学
校
の
卒
業
者
も
含
ま
れ
た
。
こ
う
し
て
私
立
学
校

は
、
第
二
次
大
戦
下
に
お
け
る
出
兵
な
ど
を
理
由
と
し
た
男
性
教
員
の
減
少
に
伴

う
教
員
充
足
率
の
低
下
を
補
う
た
め
、
無
試
験
検
定
を
と
お
し
て
女
子
国
民
学
校

初
等
科
訓
導
の
養
成
と
い
う
役
割
を
果
た
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

付
則

一
、
本
内
規
中
ノ
補
習
科
目
、
補
修
時
数
ハ
昭
和
十
九
年
七
月
二
十
日
文
部

省
通
牒
ニ
依
ル
標
準
時
数
ト
ス

二
、
勤
務
成
績
特
ニ
佳
良
ニ
シ
テ
相
当
年
数
ニ
亘
ル
時
ハ
補
習
時
数
ノ
取
扱

ヲ
斟
酌
ス

三
、
在
職
期
間
ハ
三
ケ
月
以
内
中
断
セ
ル
者
ニ
付
テ
モ
引
続
キ
勤
続
セ
ル
モ

ノ
ト
認
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

四
、
詮
衡
上
本
科
訓
導
出
願
者
ニ
対
シ
テ
ハ
実
地
視
察
ヲ
行
フ
モ
ノ
ト
ス
其

ノ
他
ノ
出
願
者
ニ
対
シ
テ
モ
必
要
ニ
応
シ
之
ヲ
行
フ

　
こ
の
う
ち
、
第
二
条
第
一
四
号
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
京
都
府
が
国
民
学
校
初

等
科
訓
導
免
許
状
の
取
得
を
目
的
と
し
た
無
試
験
検
定
の
受
検
資
格
が
付
与
さ
れ

る
「
認
定
校
」
と
し
て
、
京
都
女
子
高
等
専
門
学
校
、
平
安
女
子
学
院
、
成
安
女

子
学
院
、
同
志
社
女
子
専
門
学
校
と
い
っ
た
私
立
専
門
学
校
、
も
し
く
は
そ
れ
に

類
す
る
私
立
各
種
学
校
四
校
を
列
記
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
て
第
二
次
大

戦
下
に
お
い
て
も
、
私
立
学
校
は
、
無
試
験
検
定
に
よ
る
「
間
接
的
」
な
小
学
校

お
よ
び
国
民
学
校
教
員
養
成
機
関
と
し
て
存
在
し
た
わ
け
で
あ
る
。
で
は
、
京
都

府
は
、
な
ぜ
右
の
四
校
の
卒
業
生
に
対
し
、
な
か
で
も
国
民
学
校
初
等
科
訓
導

免
許
状
の
取
得
を
目
的
と
す
る
無
試
験
検
定
の
受
検
資
格
を
付
与
し
た
の
か
。
ま

た
、
な
ぜ
女
子
校
に
限
定
し
た
の
か
。
そ
の
理
由
は
、
右
の
よ
う
な
傾
向
が
第

二
次
大
戦
下
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
す
で
に
従
前
か
ら
み
ら
れ
は
す
る
も
の

の
、
史
料
的
な
制
約
の
た
め
に
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
第

二
次
大
戦
下
に
お
け
る
教
員
充
足
率
の
低
下
、
そ
の
主
た
る
理
由
が
出
兵
な
ど
を

理
由
と
し
た
男
性
教
員
の
減
少
で
あ
っ
た
こ
と
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
右
の
私
立
学

校
は
、
内
規
案
に
よ
り
、
無
試
験
検
定
を
と
お
し
て
そ
の
欠
を
補
う
べ
く
、
女
子

国
民
学
校
初
等
科
訓
導
の
養
成
と
い
う
役
割
を
果
た
し
た
の
で
は
な
い
か
。
も
ち

ろ
ん
、
そ
れ
は
、
現
時
点
に
お
い
て
推
測
の
域
を
出
な
い
。
そ
の
解
明
は
、
今
後

の
課
題
と
し
た
い
。
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由
に
よ
る
閲
覧
不
可
簿
冊
が
一
九
冊
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
を
差
し
引
い
た
閲

覧
可
簿
冊
八
九
冊
の
う
ち
、
五
五
冊
が
一
九
三
〇
年
代
以
降
に
集
中
し
た
。
こ

う
し
た
調
査
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
戦
前
京
都
府
に
お
い
て
、
私
立
学

校
卒
業
生
は
、
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
合
格
者
中
に
ど
れ
ほ
ど
の
位
置
を
占

め
た
の
か
―
―
一
九
三
〇
年
代
以
降
を
中
心
と
し
て
―
―
」（
『
地
方
教
育
史
研

究
』
四
〇
、
二
〇
一
九
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

４
　
丸
山
剛
史
「
戦
前
日
本
の
小
学
校
教
員
検
定
合
格
者
数
の
道
府
県
比
較
（
二
）

―
―
無
試
験
検
定
・
一
九
〇
〇
―
一
九
四
〇
年
―
―
」
（『
宇
都
宮
大
学
教
育
学

部
研
究
紀
要
（
第
一
部
）』
六
二
、
二
〇
一
二
年
）
四
八
頁
。

５
　
同
グ
ル
ー
プ
の
研
究
成
果
と
し
て
は
、
研
究
代
表
者
丸
山
剛
史
『
戦
前
日

本
の
初
等
教
員
養
成
に
お
け
る
初
等
教
員
検
定
の
意
義
と
役
割
に
関
す
る
通

史
的
事
例
研
究
』
、
課
題
番
号
二
三
五
三
〇
九
八
四
、
平
成
二
三
年
度
―
平

成
二
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
）
研
究
成
果
報
告
書
、

二
〇
一
四
年
、
研
究
代
表
者
丸
山
剛
史
『
戦
前
日
本
の
初
等
教
員
養
成
に
お
け

る
初
等
教
員
検
定
の
果
た
し
た
役
割
に
関
す
る
府
県
比
較
研
究
』
、
課
題
番
号

二
六
三
八
一
〇
一
一
、
平
成
二
六
年
度
―
平
成
二
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

（
基
盤
研
究
Ｃ
）
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
一
八
年
、
笠
間
賢
二
ほ
か
『
戦

前
日
本
に
お
け
る
非
師
範
学
校
系
統
の
小
学
校
教
員
養
成
―
―
無
試
験
検
定

を
中
心
に
―
―
』
、
日
本
教
育
学
会
第
七
六
回
大
会
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
Ｐ
、

二
〇
一
七
年
な
ど
が
あ
る
。

６
　
右
の
研
究
成
果
に
含
ま
れ
る
諸
論
稿
の
ほ
か
、
笠
間
賢
二
「
小
学
校
教

員
検
定
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
─
─
宮
城
県
を
事
例
と
し
て
─
─
」（『
宮

城
教
育
大
学
紀
要
』
四
〇
、
二
〇
〇
六
年
）、
「
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
に

関
す
る
研
究
―
―
宮
城
県
を
事
例
と
し
て
―
―
」（『
宮
城
教
育
大
学
紀
要
』

四
二
、
二
〇
〇
八
年
）
、「
一
九
二
〇
年
代
半
ば
以
降
の
小
学
校
教
員
検
定
―
―

無
試
験
検
定
の
拡
充
―
―
」（『
宮
城
教
育
大
学
紀
要
』
四
九
、
二
〇
一
五
年
）、

「
『
小
学
校
教
員
検
定
内
規
』
の
研
究
―
―
小
学
校
教
員
検
定
に
お
け
る
免
許

状
授
与
基
準
―
―
」
（
『
宮
城
教
育
大
学
紀
要
』
五
二
、二
〇
一
八
年
）、
釜
田
史

「
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
制
度
に
関
す
る
研
究
―
―
秋
田
県
を
事
例
と
し
て

　
以
上
を
ふ
ま
え
、
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
も
述
べ
て
お
こ
う
。
本
稿
に
よ
り
、

学
界
未
見
で
あ
り
、
そ
の
現
存
が
確
認
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
未
復
刻
の

内
規
案
は
、「
小
学
校
教
員
幼
稚
園
保
母
無
試
験
検
定
ニ
関
ス
ル
内
規
案
」
（
『
復

命
書
、
小
学
校
教
員
免
許
及
検
定
』
請
求
番
号
大
一
一
―
〇
〇
四
〇
所
収
）
の
み

と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
今
後
は
そ
の
復
刻
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
同
様
に
未
復

刻
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
京
都
府
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
標
準
を
復
刻
す
る
。

そ
れ
に
よ
り
、
さ
ら
な
る
戦
前
日
本
に
お
け
る
私
立
学
校
と
い
う
師
範
学
校
以
外

の
小
学
校
お
よ
び
国
民
学
校
教
員
の
輩
出
経
路
の
解
明
を
進
め
た
い
。

註１
　
前
稿
と
は
、
拙
稿
「
戦
前
日
本
に
お
い
て
、
私
立
学
校
は
、
小
学
校
教
員

養
成
の
埒
外
に
あ
っ
た
の
か
―
―
京
都
府
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規

の
復
刻
を
と
お
し
て
―
―
」（『
美
作
大
学
・
美
作
大
学
短
期
大
学
部
紀
要
』

五
一
、
二
〇
一
八
年
）、「
戦
前
日
本
に
お
い
て
、
私
立
学
校
は
、
小
学
校
教
員

養
成
の
埒
外
に
あ
っ
た
の
か
（
二
）
―
―
京
都
府
小
学
校
教
員
試
験
検
定
内

規
の
復
刻
を
と
お
し
て
―
―
」（『
美
作
大
学
・
美
作
大
学
短
期
大
学
部
紀
要
』

五
二
、二
〇
一
九
年
）
を
さ
す
。

２
　『
文
部
省
年
報
』
各
年
に
よ
る
と
、た
と
え
ば
「
国
民
学
校
令
（
一
九
四
一
（
昭

和
一
六
）
年
勅
令
第
一
四
八
号
）」
制
定
時
に
お
け
る
国
民
学
校
初
等
科
の
正

教
員
充
足
率
は
九
六
・
三
％
で
あ
っ
た
が
、
年
々
下
降
を
続
け
、
一
九
四
五
（
昭

和
二
〇
）
年
に
は
八
一
・
五
％
に
ま
で
低
下
し
た
。

３
　
筆
者
は
、
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
か
ら
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
ま

で
を
対
象
期
間
と
し
て
、『
小
学
校
教
員
免
許
状
授
与
者
』
請
求
番
号
明
三
四

―
〇
〇
二
一
な
ど
、
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
の
小
学
校
お
よ
び
国
民

学
校
教
員
検
定
関
係
簿
冊
合
計
一
〇
八
冊
を
調
査
し
た
。
こ
れ
ら
簿
冊
は
、
京

都
府
学
務
課
、
時
宜
に
応
じ
て
は
学
務
部
が
小
学
校
お
よ
び
国
民
学
校
教
員
検

定
試
験
実
施
の
た
め
に
作
成
、
取
得
し
た
行
政
文
書
を
『
小
学
校
教
員
、
幼
稚

園
保
母
検
定
及
免
許
』、『
検
定
及
免
許
』
と
い
っ
た
名
称
に
よ
り
整
理
し
た
も

の
で
あ
る
。
な
お
、
右
の
一
〇
八
冊
の
う
ち
に
は
、
個
人
情
報
保
護
な
ど
の
理
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15
　
井
上
惠
美
子
は
、
「
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
認
定
校
」
を
「『
認
定
』
さ
れ

た
学
校
が
卒
業
予
定
者
を
と
り
ま
と
め
て
申
請
し
無
試
験
検
定
を
受
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
小
学
校
教
員
免
許
状
を
取
得
で
き
る
学
校
」と
定
義
づ
け
て
い
る
。

本
稿
は
、
こ
れ
参
考
と
し
て
、
「
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
認
定
校
」
を
「
学

校
単
位
で
そ
の
卒
業
生
に
対
し
、
無
試
験
検
定
の
受
検
資
格
が
付
与
さ
れ
た
学

校
」
と
定
義
づ
け
た
い
（
井
上
惠
美
子
「『
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
認
定
校
』

の
全
国
的
動
向
」
（
日
本
教
育
学
会
第
七
六
回
大
会
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
Ｐ
配

付
資
料
）
、
二
〇
一
七
年
、
一
頁
）。

（
謝
辞
）

　
本
研
究
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
　
Ｊ
Ｐ
１
９
Ｋ
０
２
４
１
２
の
助
成
を
受
け
た

も
の
で
あ
る
。

―
―
」（『
日
本
教
育
史
学
会
紀
要
』
四
、
二
〇
一
四
年
）
に
お
い
て
、
笠
間
が

宮
城
県
、
釜
田
が
秋
田
県
、
東
京
府
を
事
例
と
し
て
、
内
規
を
用
い
て
無
試
験

検
定
の
運
用
の
実
際
を
解
明
し
て
い
る
。

７
　
笠
間
賢
二
「
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
の
研
究
（
一
）
―
―
宮
城
県
の
場
合

―
―
」（
日
本
教
育
学
会
第
七
六
回
大
会
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
Ｐ
配
付
資
料
）
、

二
〇
一
七
年
お
よ
び
前
掲
註
６
、「『
小
学
校
教
員
検
定
内
規
』
の
研
究
―
―
小

学
校
教
員
検
定
に
お
け
る
免
許
状
授
与
基
準
―
―
」
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

８
　「
第
Ⅱ
部
資
料
」（
前
掲
註
５
、『
戦
前
日
本
の
初
等
教
員
養
成
に
お
け
る
初

等
教
員
検
定
の
果
た
し
た
役
割
に
関
す
る
府
県
比
較
研
究
』
）
を
参
照
さ
れ
た

い
。

９
　
同
前
、
一
八
五
―
一
八
七
頁
。

10
　
笠
間
賢
二
「
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
研
究
の
課
題
」
（
『
宮
城
教
育
大
学
紀

要
』
五
一
、二
〇
一
七
年
）
一
五
六
頁
。

11
　
同
前
。

12
　
戦
時
体
制
下
に
お
け
る
初
等
教
育
制
度
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
文
部
省
編
『
学

制
百
年
史
』、
一
九
七
二
年
、
第
四
章
第
二
節
、
国
立
教
育
研
究
所
編
『
日
本

近
代
教
育
百
年
史
』
第
五
巻
（
学
校
教
育
三
）
、
一
九
七
四
年
、
第
七
編
第
一

章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

13
　「
小
学
校
令
施
行
規
則
」
第
一
〇
七
条
第
六
号
「
其
ノ
他
、
府
県
知
事
ニ

於
テ
特
ニ
適
任
ト
認
メ
タ
ル
者
」
に
対
し
て
正
教
員
免
許
状
を
授
与
す
る
際

の
調
査
標
準
と
は
、「
小
学
校
正
教
員
免
許
状
授
与
申
請
ニ
対
ス
ル
調
査
標
準

（
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
文
部
省
普
通
学
務
局
通
牒
子
普
甲
二
八
三
四

号
）」、「
小
学
校
正
教
員
免
許
状
授
与
申
請
調
査
標
準
竝
申
請
方
（
一
九
〇
七
（
明

治
四
〇
）
年
文
部
省
普
通
学
務
局
通
牒
未
発
普
一
四
六
号
）
」
、
「
小
学
校
教
員

免
許
状
授
与
調
査
標
準
及
報
告
方
（
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
文
部
省
普
通

学
務
局
通
牒
発
普
三
二
〇
号
）」
を
さ
す
。

14
　「
国
民
学
校
裁
縫
科
専
科
訓
導
無
試
験
検
定
出
願
者
ニ
関
ス
ル
身
体
検
査
施

行
ノ
件
」（
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
、
『
検
定
及
免
許
』
請
求
番
号
昭

二
〇
―
〇
〇
七
〇
―
〇
〇
五
）。
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